
 

 

神奈川自治会館会議室使用料の改定のお知らせ 
 

  

  

この度、消費税率の改定に伴い会議室の料金体系を次のように見直しましたので 

お知らせします。 

 

１ 改定日 

  令和元年１０月１日のご使用から適用します。 

 

２ 新料金表 

会 議 室 入口扉№ 
ｽｸｰﾙ形式定員 ロの字形式定員 利用料金 

(1 時間につき) 3 人掛け 2 人掛け 3 人掛け 2 人掛け 

３

F 

ﾊﾟﾀｰﾝ 1 301～307 171 114 102 68 2,350 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 2 301～305 135 90 84 56 1,900 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 3 301～304 108 72 66 44 1,450 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 4 301～304 72 48 48 32 1,050 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 5 305～307 99 66 60 40 1,300 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 6 305～307 63 42 42 28 850 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 7 306～307 36 24 30 20   450 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 8 305 27 18 24 16   400 円 

ﾊﾟﾀｰﾝ 9 305 63 42 42 28   850 円 

特別会議室 ― 25 1,800 円 

４

F 

第 1 応接室 ― 10 1,400 円 

第 2 応接室 ― 10 1,400 円 

 

（消費税 10％を含む。） 

 

 


